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女優たちによる朗読
『夏の雲は忘れない』

■女優たちによる朗読『夏の雲は忘れない』開催（関連記事 15ぺージ参照）



国保税

みんなでささえ愛…こくほ

平成 23年度

国民健康保険税
 ●税率は据え置き
 ●賦課限度額が変わりました 医療保険分：50 万円➡51 万円
 後期高齢者支援金分：13 万円➡14 万円
　　　　　　　　　　　　　　　介護保険分：10 万円➡12 万円

＋

＝

＋

すべての
国保加入者

医療保険分

●
介
護
保
険
分

▽
所
得
割	

1
・
2
％

▽
均
等
割	

1
0
0
0
0
円

■
『
均
等
割
』『
平
等
割
』
の

軽
減
制
度

国
保
税
に
は
、
所
得
の
少
な
い

世
帯
を
対
象
と
し
た
『
均
等
割
』

『
平
等
割
』
の
軽
減
制
度
（
前
年
中

の
所
得
に
応
じ
7
・
5
・
2
割
い
ず

れ
か
の
適
用
。
申
請
不
要
）
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
軽
減
を
受
け
る
た

め
に
は
、
所
得
税
・
町
民
税
の
申

告
を
済
ま
せ
て
お
く
必
要
が
あ
り

ま
す
（
収
入
の
な
い
人
や
被
扶
養

者
を
含
む
）。

■
特
例
対
象
被
保
険
者
等

（
非
自
発
的
失
業
者
）
に

係
る
国
保
税
の
軽
減
制
度

倒
産
・
解
雇
な
ど
の
事
業
主
の

都
合
に
よ
る
離
職
や
雇
用
期
間
満

了
に
よ
り
再
雇
用
さ
れ
な
い
雇
い

止
め
な
ど
に
よ
る
離
職
を
さ
れ
た

人
（
雇
用
保
険
の
『
特
定
受
給
資

格
者
』
ま
た
は
『
特
定
理
由
離
職

者
』）
は
、
国
保
税
が
軽
減
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
軽
減
を

受
け
る
た
め
に
は
申
請
が
必
要
で

す
。
詳
し
く
は
『
広
報
あ
み
』
6

月
号
通
常
版
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
申
請
に
必
要
な
も
の
：
▼
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証
▼
印
鑑

■
国
保
税
の
納
め
方

●
特
別
徴
収

65
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
世
帯
主

で
、
次
の
❶
～
❸
の
す
べ
て
に
当

て
は
ま
る
人
は
、
年
金
か
ら
の
天

引
き
に
よ
り
保
険
税
を
納
め
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

❶
世
帯
主
が
国
保
の
被
保
険
者
で

あ
る
こ
と

❷
世
帯
内
の
国
保
の
被
保
険
者
の

人
全
員
が
65
歳
以
上
74
歳
未
満

で
あ
る
こ
と

❸
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
年
金

の
年
額
が
18
万
円
以
上
で
あ

り
、
国
保
税
が
介
護
保
険
料
と

合
わ
せ
て
、
年
金
額
の
2
分
の

1
を
超
え
な
い
こ
と

※
年
度
途
中
で
国
保
税
額
に
変
更

が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
普
通
徴

収
に
切
り
替
わ
る
場
合
が
あ
り

ま
す

※
国
保
年
金
課
窓
口
へ
申
請
す
る

こ
と
に
よ
り
、
口
座
振
替
へ
の

変
更
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
た

だ
し
、
こ
れ
ま
で
の
納
付
状
況

等
か
ら
、
口
座
振
替
へ
の
変
更

が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す

●
普
通
徴
収

右
記
特
別
徴
収
に
該
当
し
な
い

人
は
、
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替

に
よ
っ
て
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

■
国
保
を
支
え
る
国
保
税

国
保
税
は
、
国
保
収
入
の
3
分

の
1
以
上
を
占
め
る
国
保
制
度
運

営
の
柱
で
す
。

国
保
加
入
者
の
皆
さ
ん
が
納
付

し
た
国
保
税
は
、
国
の
補
助
金
な

ど
と
と
も
に
国
保
加
入
者
の
医
療

費
や
さ
ま
ざ
ま
な
国
保
の
給
付
に

使
わ
れ
て
い
ま
す
。

■
国
保
税
は
平
等
に
負
担

国
保
は
加
入
者
一
人
ひ
と
り
が

平
等
に
国
保
税
を
負
担
す
る
こ
と

で
、
公
平
な
医
療
が
受
け
ら
れ
る

制
度
で
す
。
国
保
税
を
払
わ
な
い

人
が
い
る
と
、
ほ
か
の
加
入
者
と

の
公
平
を
欠
く
ば
か
り
か
、
国
保

制
度
そ
の
も
の
が
成
り
立
た
な
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

国
保
税
は
納
期
ま
で
に
確
実
に

納
付
し
ま
し
ょ
う
。

■
国
保
税
の
決
め
方

●
医
療
保
険
分

そ
の
年
の
年
間
の
医
療
費
の
推

計
か
ら
、
国
保
加
入
者
が
医
療
機

関
に
支
払
う
一
部
負
担
金
や
、
国

な
ど
か
ら
の
補
助
金
を
差
し
引
い

た
残
り
が
保
険
税
の
総
額
で
す
。

●
後
期
高
齢
者
支
援
金
分

そ
の
年
に
納
め
る
後
期
高
齢
者

支
援
金
か
ら
国
の
補
助
金
な
ど
を

除
い
た
残
り
が
保
険
税
の
総
額
で

す
。

●
介
護
保
険
分

そ
の
年
に
納
め
る
介
護
納
付
金

か
ら
国
の
補
助
金
な
ど
を
除
い
た

残
り
が
保
険
税
の
総
額
で
す
。

■
国
保
税
率
は
据
え
置
き

●
医
療
保
険
分

▽
所
得
割	

4
・
5
％

▽
資
産
割	

20
％

▽
均
等
割	

2
3
0
0
0
円

▽
平
等
割	

2
6
0
0
0
円

●
後
期
高
齢
者
支
援
金
分

▽
所
得
割	

2
・
7
％

▽
資
産
割	

15
％

▽
均
等
割	
2
0
0
0
円

▽
平
等
割	
3
0
0
0
円

すべての
国保加入者

後期高齢者支援金分

国保
お問い合わせは…
国保年金課国保係
☎888ー1111（131 ～

133）

広報あみ 8月号　2

国保税　納めて安心　わが家の健康

40歳以上65歳未
満の国保加入者

介護保険分



●平成 23 年度国民健康保険税算定例●
■モデル：国民健康保険に加入する夫（45）・妻（43）・子ども（17）
の 3人家族

●平成 22年中の所得額	 夫	……… 3,000,000 円

	 妻	………… 500,000 円

	 子ども	……………… 0円

●平成 23年度の固定資産税額	……… 100,000 円

● 40歳〜 64歳は介護保険分を合わせて納付（夫と妻が加入）

みんなでささえ愛…こくほ

健康管理のために、『特定健診』を毎年受けましょう。町と契約している医療機関で受診する
こともできます。詳しくは国保年金課へお問い合わせください。

（

※国保税は国保の被保険者が属する世帯の世帯主が納めます。納付する国保税は加入者分のみです
※年度の途中で加入・脱退した場合の国保税は月割課税となります。ただし、賦課限度額を超える世帯におい
ての一部加入・脱退の場合は、税額に変更がない場合もあります

医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分

所
得
割

夫 3,000,000 円−基礎控除 330,000 円＝2,670,000 円
妻	 500,000 円−基礎控除 330,000 円＝ 170,000 円

　　計 2,840,000 円＝所得割の計算対象

2,840,000円×4.5％＝ 127,800円
（所得額の 4.5％で計算）

2,840,000 円× 2.7％＝ 76,680円
（所得額の 2.7％で計算）

2,840,000円× 1.2％＝ 34,080円
（所得額の 1.2％で計算）

資
産
割

100,000 円× 20％＝ 20,000円
（固定資産税額の 20％で計算）

100,000 円× 15％＝ 15,000円
（固定資産税額の 15％で計算）

資産割の算定はありません

均
等
割

23,000 円× 3人＝ 69,000円
（一人当たり 23,000 円の定額）

2,000 円× 3人＝ 6,000円
（一人当たり 2,000 円の定額）

10,000 円× 2人＝ 20,000円
（一人当たり 10,000 円の定額）

平
等
割

26,000円																		
（一世帯当たり 26,000 円の定額）

3,000円
（一世帯当たり 3,000 円の定額）

平等割の算定はありません

算
出
額
の
計

所得割	 127,800円
資産割	 20,000円
均等割	 69,000円
平等割	 26,000円
合計	 242,800円
100円未満切り捨て⇨	242,800円
※算出額が賦課限度額（51万円）を
超える世帯は51万円

所得割	 76,680円
資産割	 15,000円
均等割	 6,000円
平等割	 3,000円
合計	 100,680円
100円未満切り捨て⇨	100,600円
※算出額が賦課限度額（14万円）を
超える世帯は14万円

所得割	 34,080円
均等割	 20,000円
合計	 54,080円
100円未満切り捨て ⇨	 54,000円
※算出額が賦課限度額（12 万円）を
超える世帯は 12万円

計 年間国保税額＝ 242,800 ＋ 100,600 ＋ 54,000 ＝ 397,400 円

3　人と自然がつくる楽しいまちーあみ

国保税は、加入者の前年中（1月～ 12月）の所得などから計算されます。世帯主（納税義務者）を含む
加入者全員の合計所得が一定の基準以下の場合は、保険税を軽減する制度がありますが、この軽減制度の
適用を受けるには世帯全員の申告が必要です。
遺族年金・障害年金・失業保険などの非課税所得のみの人や収入がなかった人も含め、所得申告をしてい

ない人がいる場合は軽減が適用できませんので、税法上ご家族の扶養に入っていない場合は、必ず所得の
申告をお願いします。また、所得申告をしていないと高額療養費の支給額が少なくなったり、支給を受け
られない場合があります。

平成 22年分（平成 22年 1月〜 12月）の所得申告



広報あみ 8月号　4

みんなでささえ愛…かいごほけん

お知らせします！

昨年度の
介護保険実施状況

介
護

保
険

社会福祉課介護保険係☎ 888ー1111（164・165）

▼表 2：要介護認定状況（3月末現在）
要介護度 平成22年 平成23年 比較増減
要支援 1 86 人 90人 4人
要支援 2 148 人 145 人 △ 3人
要介護 1 241 人 266 人 25人
要介護 2 232 人 253 人 21人
要介護 3 189 人 175 人 △ 14人
要介護 4 162 人 170 人 8人
要介護 5 117 人 134 人 17人
合　計 1,175 人 1,233 人 58人

▼表 3：居宅サービス受給者数（3月サービス分）
要介護度 平成 22年 平成 23年 比較増減
要支援 1 58 人 67人 9人
要支援 2 111 人 116 人 5人
要介護 1 154 人 177 人 23人
要介護 2 168 人 170 人 2人
要介護 3 87 人 82人 △ 5人
要介護 4 68 人 66人 △ 2人
要介護 5 33 人 41人 8人
合　計 679 人 719 人 40人

▼表 4：地域密着型サービス受給者数（3月サー
ビス分）
要介護度 平成 22年 平成 23年 比較増減
要支援 2 1 人 2人 1人
要介護 1 21 人 29人 8人
要介護 2 22 人 29人 7人
要介護 3 24 人 12人 △ 12人
要介護 4 14 人 13人 △ 1人
要介護 5 6 人 8人 2人
合　計 88 人 93人 5人

※
入
退
所
の
重
複
等
が
あ
る
た
め
、

表
6
の『
施
設
種
類
別
入
所
者
数
』

と
合
わ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

▼表 5：施設サービス受給者数（3月サービス分）
要介護度 平成 22年 平成 23年 比較増減
要支援 1 0 人 0人 ± 0人
要支援 2 0 人 0人 ± 0人
要介護 1 20 人 24人 4人
要介護 2 34 人 34人 ± 0人
要介護 3 64 人 66人 2人
要介護 4 74 人 55人 △ 19人
要介護 5 60 人 67人 7人
合　計 252 人 246 人 △ 6人

▼表 6：施設種類別受給者数（3月サービス分）
施設 平成 22年 平成 23年 比較増減

介護老人福祉	
施設（特養）

84 人 93人 9人

介護老人福祉	
施設（老健）

166 人 150 人 △ 16人

介護療養型医療
施設（療養型）

2 人 3人 1人

合　計 252 人 246 人 △ 6人

■
高
齢
者
人
口
の
推
移

高
齢
者
の
人
口
は
こ
こ
数
年
増

加
傾
向
が
顕
著
で
、
3
月
末
現
在

9
8
0
8
人
と
な
り
、
総
人
口

（
常
住
人
口
）
に
占
め
る
割
合
は

20
・
5
％
と
な
っ
て
い
ま
す
（
表

1
参
照
）。

■
要
介
護
認
定
状
況

3
月
末
現
在
、
要
支
援
ま
た
は

要
介
護
の
認
定
を
受
け
て
い
る
人

は
1
2
3
3
人
で
す
（
表
2
参

照
）。
こ
の
う
ち
第
1
号
被
保
険

者
（
65
歳
以
上
の
人
）
は

1
1
8
0
人
で
、
認
定
率
は
12
・

0
％
と
な
っ
て
お
り
、
認
定
者
数

も
増
加
し
て
い
ま
す
。

■
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
状
況

3
月
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
状
況
で

は
、
表
2
の
認
定
者
1
2
3
3

人
の
う
ち
7
1
9
人
が
居
宅
サ

ー
ビ
ス
（
表
3
参
照
）、
93
人
が

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（
表
4
参

照
）、
2
4
6
人
が
施
設
サ
ー
ビ

ス
（
表
5
参
照
）
を
利
用
し
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
認
定
者
数

の
増
加
以
上
に
サ
ー
ビ
ス
別
の
利

用
者
数
が
前
年
度
を
上
回
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
施
設
種
類
別
の
利

用
者
の
内
訳
は
表
6
の
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
す
。

▼表 1：総人口と高齢者人口（3月末現在）

項目 平成 22年 平成 23年 比較増減

総人口 47,744 人 47,878 人 134 人

高
齢
者
人
口

前期高齢者（65〜 74歳） 5,433 人 5,467 人 34人

後期高齢者（75歳以上） 4,151 人 4,341 人 190 人

合　計 9,584 人 9,808 人 224 人

高齢者割合（高齢化率） 20.1％ 20.5％ 0.4％



●
町
シ
ル
バ
ー
ク
ラ
ブ
連
合
会（
福

祉
セ
ン
タ
ー
ま
ほ
ろ
ば
内
）
☎

8
8
7
―

3
9
6
9

●
社
会
福
祉
課
高
齢
福
祉
係
☎

8
8
8
―

1
1
1
1（
1
6
1
）

5　人と自然がつくる楽しいまちーあみ

シルバークラブ

現
在
、
町
内
で
は
33
の
シ
ル
バ

ー
ク
ラ
ブ
、
会
員
総
数
1
4
4
1

人
の
人
た
ち
が
は
つ
ら
つ
と
活
動

し
て
い
ま
す
。
町
で
は
、
行
政
区

ご
と
に
設
立
さ
れ
活
動
し
て
い
る

会
員
数
20
人
以
上
の
単
位
シ
ル
バ

ー
ク
ラ
ブ
に
対
し
て
、
段
階
的
に

補
助
金
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ

り
、
シ
ル
バ
ー
ク
ラ
ブ
の
活
動
や

ク
ラ
ブ
設
立
の
支
援
を
行
っ
て
い

ま
す
。

シ
ル
バ
ー
ク
ラ
ブ
は
、
行
政
区

を
単
位
と
し
て
組
織
さ
れ
、『
健
康

増
進
事
業
』『
社
会
奉
仕
事
業
』『
教

養
講
座
事
業
』
の
3
つ
の
柱
を
中

心
と
し
な
が
ら
、
地
域
に
お
け
る

高
齢
者
の
健
康
・
生
き
が
い
づ
く

シルバークラブの活動と設立を支援しています

5
月
25
日
（
水
）
に
町
シ
ル
バ

ー
ク
ラ
ブ
連
合
会
主
催
の
第
13
回

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会
（
24
ホ

ー
ル
・
パ
ー
72
）
が
、
総
合
運
動

公
園
陸
上
競
技
場
で
行
わ
れ
ま
し

た
。
当
日
は
、
各
単
位
老
人
ク
ラ

ブ
か
ら
1
4
7
人
も
の
参
加
者
が

あ
り
ま
し
た
。
入
賞
さ
れ
た
皆
さ

ま
、お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

●
男
性
の
部

▼
優
勝
：
柳
生
実
（
掛
馬
た
ち

ば
な
会
）
▼
準
優
勝
：
飯
島
和

夫
（
掛
馬
た
ち
ば
な
会
）
▼
第

3
位
：
山
崎
伝
一
郎
（
掛
馬
た

ち
ば
な
会
）

●
女
性
の
部

▼
優
勝
：
木
鉛
利
子
（
上
条
福

寿
会
）
▼
準
優
勝
：
大
井
て
る

子
（
二
区
北
日
の
出
ク
ラ
ブ
）

▼
第
3
位
：
小
松
沢
政
子
（
追

原
老
人
ク
ラ
ブ
）

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た

シ
ル
バ
ー
ク
ラ
ブ
を
作
り

ま
せ
ん
か
？

会員数 年間補助金額

20 人以上
29 人以下

30,000 円

30 人以上
49 人以下

48,000 円

50 人以上 60,000 円

り
・
社
会
参
加
の
促
進
を
目
的
と

し
て
活
動
し
て
い
る
団
体
で
す
。

ま
た
、
シ
ル
バ
ー
ク
ラ
ブ
活
動

を
行
う
こ
と
で
、医
療
費
の
抑
制
、

高
齢
者
の
閉
じ
こ
も
り
防
止
、
災

害
時
の
助
け
合
い
時
の
円
滑
な
連

携
等
、
地
域
福
祉
の
向
上
を
推
進

す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
シ
ル
バ
ー
ク
ラ
ブ

の
活
動
は
今
後
、
急
速
に
進
む
高

齢
社
会
に
お
い
て
、
互
い
に
助
け

合
い
支
え
合
う
地
域
社
会
作
り
に

お
い
て
非
常
に
重
要
な
組
織
で

す
。シ

ル
バ
ー
ク
ラ
ブ
へ
の
参
加
方

法
等
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
下
記

ま
で
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

■
町
か
ら
の
補
助
金

町
シ
ル
バ
ー
ク
ラ
ブ
補
助
金
交

付
要
項
の
要
件
に
よ
り
、
年
度
の

途
中
か
ら
で
も
左
記
の
補
助
金
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

シ
ル
バ
ー
ク
ラ
ブ
に
関
す

る
問
い
合
わ
せ

▼行政区における単位シルバークラブ活動

❶社会奉仕事業
地域のひとり暮らし高
齢者宅への訪問活動等

❸教養講座事業
交通安全教室、
各種講座等

❷健康増進事業
グラウンドゴルフ、
輪投げ等

地域福祉の向上

世代交流・防犯

文化伝承

敬老会

阿　見　町

地域コミュニティ

単位シルバークラブ

行　政　区 民生委員・児童委員

❶社会奉仕事業
地域のひとり暮らし高
齢者宅への訪問活動等

地域コミュニティ

❸教養講座事業
交通安全教室、
各種講座等

❷健康増進事業
グラウンドゴルフ、
輪投げ等
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児童福祉課☎888ー1111（167・168）

■支給対象
次の❶～❺のいずれかに該当する児童（18 歳の年

度末まで。ただし、心身におおむね中度以上の障害
がある場合は 20 歳まで）を監護している母、児童を
監護し、かつ、生計を同じくする父、または父母に
かわってその児童を養育している人
❶父母が離婚した児童
❷父または母が死亡した児童
❸父または母が制令で定める障害のある児童
❹父または母が生死不明な児童
❺その他（父または母が１年以上遺棄している児童、
父または母が１年以上拘禁されている児童、母が
婚姻によらないで懐胎した児童、母が児童を懐胎
した当時の事情が不明である児童など）

▼所得制限限度額

扶養親
族等 本　人

扶養義務者・配
偶者・孤児等の
養育者

0人
全部支給：
一部支給：

190,000 円
1,920,000 円

2,360,000 円

1 人
全部支給：
一部支給：

570,000 円
2,300,000 円

2,740,000 円

2 人
全部支給：
一部支給：

950,000 円
2,680,000 円

3,120,000 円

3 人
全部支給：
一部支給：

1,330,000 円
3,060,000 円

3,500,000 円

4 人
全部支給：
一部支給：

1,710,000 円
3,440,000 円

3,880,000 円

5 人
全部支給：
一部支給：

2,090,000 円
3,820,000 円

4,260,000 円

児童扶養手当の支給要件

父母の離婚などにより、父または母と生計をとも
にしていない児童が育成される家庭の生活の安定と
自立の促進を目的として支給される手当です。
手当額は、児童扶養手当法施行令等の一部を改正
する政令が 4月 1 日から施行され、0.4％引き下げら
れることとなりました。4 月以降の手当額（平成 23
年の定期払い8月分以降）は右表のとおりとなります。

児童扶養手当とは

『児童扶養手当現況届』提出時期

じどうふようてあてせいど

■手当額（月額）
対象児童 全部支給 一部支給
1人 41,550 円 9,810 円～ 41,540 円

2 人 46,550 円 14,810 円～ 46,540 円

3 人 49.550 円 17,810 円～ 49,540 円
※ 4人目以降は 1人につき 3,000 円ずつ加算

児童扶養手当を受給している人は、毎年 8月に、前年の所得と養育関係を確認する『児童扶養手当現況届』
を提出することになっています。受給資格者には必要書類を送付しますので、下記期間に手続きをお願いしま
す。この届を提出しないと、受給資格があっても 8月以降の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
▼期間：8 月 8日（月）～ 22日（月）　※土・日を除く　　▼時間：午前 8時 30分～午後 5時 15分
▼場所：児童福祉課窓口

■所得制限
所得制限受給資格者、その配偶者または同居（同
住所地で世帯分離している世帯を含む）の扶養義務
者（父母・祖父母・子・兄弟など）の前年所得がそれぞ
れ右表の額以上のときは、手当の全部または一部の
支給が制限されます。

児童扶養手当制度
手続きをお忘れなく

児童扶養手当制度
8 月は現況届の提出時期です
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みなさん、こんにちは。
毎日暑い日が続いていますが、いかがお過ごしですか？
遊んだ後は水分補給や休息をとり、元気に過ごしたいですね。
今回のテーマは、『健康』です。

各保育所・保育園についての問い合わせ：児童福祉課☎888ー1111（168）

こそだてをおうえん

汗は、子どもの健康を表すサインです。暑いときや運動
をしたときに出る汗は、健康的な汗です。汗には、体温や
水分量の調節をしたり、分泌される皮脂から皮膚の表面を
守ったりするなど大きな役割があります。適度にクーラー
の効いた室内で過ごすことも暑さ対策になりますが、汗を
かくことが少ないと、新陳代謝の働きを弱め、低体温を招
きます。元気に遊んで汗をたくさんかきましょう。ただし、
水分補給はこまめにし、汗をかいた後は着替えて清潔を保
ちましょう。

汗は健康のバロメーター！

手洗いは、せっけんを使わなくても流水で十分効果はあ
りますが、指と指の間は細菌やウイルスがたまってしまい
やすい場所です。洗い終えた後は清潔なタオルで手をふき
ますが、濡れたタオルは菌が繁殖しやすいので注意が必要
です。手洗いができない乳児の場合は、清潔なタオルを濡
らし、丁寧にふいてあげましょう。指を口に入れてしまう
時期は特に、こまめにふいてあげられるといいですね。
うがいは、3歳ころになると上手にできるようになって
きます。外で遊んだ後や食事の前などにうがいをする習慣
をつけると、病気対策になりますね。

手洗い・うがいで病気対策！

成長ホルモンは、眠っている間に分泌されます。夜更か
しをすると、必然的に睡眠不足になってしまい、心身の成
長を妨げます。また、睡眠不足になると、疲れやすくなっ
たり、食欲がなくなったり、イライラしたりと、体にとっ
てさまざまな悪い影響が出てきます。一方、早寝をすると、
朝自然に目が覚めてゆったりと食事をする時間がもてます
し、なにより日中元気に活動できます。また、心地よい疲
労感とともに昼寝をし、夕方も気分よく過ごすことができ
ます。このように生活リズムを整えることは大切です。健
全な成長・発達のために、睡眠時間をしっかり確保しまし
ょう。

睡眠をしっかりとりましょう！
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まもります！　ぜいのこうへい

収納課☎888ー1111（147・148）

 

納税は、安心・確実・便利な口座振替で！

■口座振替のお申し込み方法
町内の銀行・信用金庫・信用組合・郵便局の窓口に届出印を持参すれば、簡単にお手続できますので、どうぞ
ご利用ください。（申込用紙は金融機関窓口に備え付けてあります。）
また、役場・うずら出張所でも銀行等の届出印をご持参いただければ、お申し込みできます。

■納期限内の納税を
税金は、本来定められた期限までに自主的に納税されなければならないものとされています。税金は、福祉・
教育、公共事業や公共サービスなどのために必要不可欠な財源です。
納期限内の自主納税にご協力ください。

■督促状がコンビニ対応のハガキ様式になりました
納期限までに納税されないときは、督促状を発送します。これまでの金融機関・ゆうちょ銀行に加えてコン

ビニでも納付できますので、取扱期限を確認のうえ納付してください。

■督促手数料について
納期限を過ぎると町では『督促状』を発送することとなります。『督促状』が送付された際には、督促手数料

（100円）の納付が必要となります。
※納付の確認には日数（7～ 10日程度）を要するため、行き違いで『督促状』が送付される場合があります
のでご了承ください

■延滞金の徴収について
●納付された延滞金は、町民税・固定資産税・軽自動車税等の一般税の場合は町の一般会計予算、国民健康保険
税の場合は国保特別会計の予算として使われることになります
●延滞金の納付がないときは、延滞金の納付書を送付しています。また、分納中のため本税優先で納付されて
いる人の場合、本税終了後に延滞金の請求をすることになります
●延滞金だけが未納の場合でも滞納処分の対象となります

■延滞金とは
納期限を過ぎてから納付しますと、その遅延した税額および期限に応じて延滞金が加算されます。納期限ま
でに納めた人との公平を保つために、地方税法の規定により本税に加算して徴収するものです。

■納税相談を随時受付中
事情があって町税を滞納している、または納期限内に納付できないときなど、収納課では納税に関する相談
をお受けしています。分納の相談もしておりますので、電話連絡のうえ収納課までお越しください。

町税滞納者の財産・給料等を差押しています！
不動産・預金等差押 872 件（平成 22 年度実績）

一度口座振替のお申し込みをしていただければ、翌年もご指定の口座から振替させていただきますので、大
変便利です。また、現金を持ち歩く必要もないことから安全です。さらに、うっかり納期限を忘れてしまうこ
ともなく確実に納税することができます。

納期限後に納付されるときは、納付までの日数などに応じて延滞金がかかります
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本郷地区町界町名地番整理

平成 24 年 2 月以降から、
『本郷一丁目～三丁目』

に変わる予定です

■■■■問い合わせ　総務課総務係☎888ー1111（215）■■■■

●実施予定地区域図

わかりやすいじゅうしょに！

■
新
町
界
町
名
は
、『
本
郷

一
丁
目
～
三
丁
目
』
に

本
郷
地
区
の
新
し
い
町
界
町
名

に
つ
い
て
は
、
昨
年
度
、
住
民
説

明
会
を
開
催
し
、
地
域
の
皆
さ
ま

の
意
見
を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
。

そ
の
内
容
を
、
地
区
の
代
表
者
等

か
ら
な
る
推
進
委
員
会
で
慎
重
に

検
討
い
た
だ
い
た
結
果
、『
本
郷

一
丁
目
～
三
丁
目
』
と
さ
れ
ま
し

た
。（
下
記
の
区
域
図
参
照
）

こ
の
決
定
を
受
け
、
昨
年
度
末

の
町
議
会
の
議
決
を
経
て
、
町
界

町
名
を
正
式
に
決
定
し
ま
し
た
。

■
平
成
24
年
2
月
以
降
か
ら

住
所
等
の
表
示
が
変
わ
る

予
定
で
す

現
在
、
町
で
は
本
郷
地
区
の
事

業
実
施
に
向
け
、
諸
作
業
を
進
め

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
諸
作
業
に

つ
い
て
は
、
土
地
・
建
物
の
所
有

者
調
査
、
世
帯
主
調
査
、
区
域
の

地
番
特
定
や
現
況
調
査
、
新
旧
対

照
図
、
対
照
表
の
作
成
や
街
区
表

示
板
の
設
置
等
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
9
月
～
10
月
に
現
地
調

査
を
行
い
ま
す
。
現
地
調
査
に
つ

い
て
は
、
町
指
定
業
者
（
㈱
日
野
）

が
各
世
帯
を
訪
問
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
調
査
員
は
、
町
発
行
の

身
分
証
明
書
を
携
帯
し
て
い
ま

す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

事
業
の
実
施
時
期
は
、
平
成
24

年
2
月
以
降
を
予
定
し
て
い
ま

す
。

■
新
旧
地
番
対
照
図
や
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
等
を
配
布

事
業
実
施
の
際
に
は
、
対
象
に

な
る
地
区
の
皆
さ
ま
に
▽
新
地
番

の
通
知
▽
町
名
地
番
変
更
の
お
知

ら
せ
▽
新
旧
地
番
対
照
図
▽
住
所

お
知
ら
せ
用
の
無
料
は
が
き
―
―

等
を
配
布
し
ま
す
。

■
土
地
・
建
物
を
所
有
の
皆

さ
ま
へ

賃
貸
建
物
を
所
有
し
て
い
る
人

は
、
新
規
入
居
者
に
町
名
地
番
変

更
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
お

知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
の
た

め
、
皆
さ
ん
の
ご
理
解
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

「
町
界
町
名
地
番
整
理
事
業
」（
以
下
「
事
業
」）
と
は
、
飛
び
地
や
複
雑

に
入
り
組
ん
だ
町
界
・
町
名
・
地
番
を
整
理
し
、
分
か
り
や
す
い
住
所
に
す

る
た
め
に
行
う
も
の
で
す
。

今
月
号
で
は
、
本
郷
地
区
の
事
業
実
施
時
期
と
こ
れ
か
ら
の
事
業
の
流

れ
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

変更前

【住　　　所】阿見町大字荒川本郷 2024 番地 1
【本　　　籍】阿見町大字荒川本郷 2024 番地 1
【土地の所在】阿見町大字荒川本郷 2024 番 1
【建物の所在】阿見町大字荒川本郷 2024 番地 1

変更後

【住　　　所】阿見町本郷一丁目 11番地 1
【本　　　籍】阿見町本郷一丁目 11番地 1
【土地の所在】阿見町本郷一丁目 11番 1
【建物の所在】阿見町本郷一丁目 11番地 1

●本郷地区事業実施後の住所等の表示例
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あんしんのまち

町民活動推進課☎888ー1111（271・272）

買い物の時に、自動車のエンジンキ－を付けたままにしておいたり、ドアロックを忘れたために盗難被害に
遭っています。盗難車両は強盗などの二次犯罪に使用されるおそれもあります。盗まれないためには、エンジ
ンキ－を抜いて、ドアロックを忘れないことです。
また、窓ガラス等が壊され、車内に置いたバックや現金が盗まれる事件が発生しています。

●不審者をみたら 110番をお願いします
不審者・不審車両等を発見したり、被害にあった際は、すぐに 110 番通報してください。（皆さんからの
早期通報が犯人検挙につながります）

●主な特徴は
○破壊用具等を使わず無締まりの車両を物色して犯行に及ぶものが約半数
　⇒カギ掛けが被害防止の第一歩！
○日中の犯行が半数以上
　⇒日の出から日没 1時間後までの日中の犯行が、意外にも半数以上！
○日中は「幹線道路沿いの商店街・飲食街」で、夜間は「裏通りの住宅街」で多発！
　⇒時間にかかわらず防犯対策を！

●予防のポイント
1．外からバッグ類が見えないようにしましょう　
2．貴重品は身につけて、車内におかないようにしよう　
3．わずかな時間でも、必ずカギをかけましょう。自転車・オ−トバイは二重ロック
すると、盗難予防により効果的です

みんなでつくろう
安心の街

●配信情報
○犯罪発生情報と防犯対策情報
空き巣・自転車盗・車上狙い・ひったくりなどの発生情報と防犯情報
○お知らせ情報等
県警からの地域の安全に関する情報とお願い

●受信する地域の選択
○受信地域（市町村）が 1か所または県南全域を選択して登録します（選択した地域以外の情報を送信する
場合があります）

●登録方法
○次の登録用のメ−ルアドレスにアクセスしてください
「add@mail1.police.pref.ibaraki.jp」画面の案内にしたがって登録してください。
○パソコンおよび携帯電話から県警ホ−ムペ−ジにアクセスし、「ひばりくん防犯メ−ル」の項目から画面
の案内にしたがって登録することもできます

ひばりくん防犯メール

不安・不審に思った場合には、最寄り
の警察署へお電話ください。
牛久警察署　☎871-0110

あなたの愛車狙われてます！

「まさか自分に限って被害に遭うことはな
い」と思わないで「自分も狙われている」
という意識を持ち、注意しましょう！
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きょうどうのまちづくり

企業等の社会貢献活動に関する
アンケートを実施しました

町民活動推進課☎888ー1111（271・273）

社会貢献・地域貢献というとNPO法人やボランティア団体、行政区（自治会）などによる取り組みというイ
メージが強いかもしれませんが、近年、本来は営利を目的とする企業による社会貢献・地域貢献活動も活発に
行われるようになっています。町としても、このような企業について、共に公共的な課題解決を図るべく活動
する重要な主体と位置づけ、その取り組みを後押しできるよう努めているところです。
このたびその一環としまして、町内工業団地に所在する企業・事業所の皆さまを対象の中心に、活動状況等

把握を目的としたアンケート調査を実施しました。ご協力いただきました皆さまに対しましては心よりお礼申
し上げます。なお、集計結果につきましては、町ホームページでも公開を予定しておりますが、ここで一部結
果を簡単にご紹介します。
調査期間　　　平成 23年 5月 17日～ 6月 3日
有効回答数　　31／ 77件（40.25％）

1. 現在、取り組んでいる
2. 過去に取り組んだことがあるが、現在は取り組
んでいない

3. 取り組んだことはないが、取り組みについて検
討中

4. 取り組んだことがない

問　貴社では、社会貢献活動に取り組んでいますか。下記から一つ選んでください

取り組みの具体例としては、公道の清掃等の環境美化活動や寄附・募金活動が多くを占めました。

1. 大いに感じている
2. ある程度感じている
3. あまり感じていない
4. まったく感じていない
5. どちらともいえない

問　「協働」という考え方に必要性を感じていますか。下記から一つ選んでください

ご回答いただいた多くの町内企業・事業所の皆さまにおいて、町民や行政、企業等さまざまな主体の連携・
協力により公共的な課題解決にあたる「協働」という考え方に必要性を感じてくださっていることがわかり
ました。

これまで町民活動団体・企業等の皆さまの取り組みや「協働」への意識を伺ってきたわけですが、それらの結
果を今後の町民活動施策を展開するうえでの参考とするとともに、各活動のマッチングを側面から支援してま
いります。
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たよりになります

田村　由美子

第二小学校区

米川　幸雄

第一小学校区

廣瀬　毅

舟島小学校区

新井　忠雄

第一小学校区

吉田　清

舟島小学校区

岩本　豊子

第一小学校区

髙橋　正昭

第二小学校区

栁生　正己

舟島小学校区

下仲　清一

第一小学校区

松本　則男

君原小学校区

中島　佳男

実穀小学校区

小松沢　茂雄
 

君原小学校区

東　みさ子

君原小学校区

福岡　祐一

実穀小学校区

青山　茂夫

吉原小学校区

髙島　和廣

吉原小学校区

小林　実

本郷小学校区

川﨑　行雄

本郷小学校区

福島　新樹

第一小学校区

佐藤　猛彦

阿見小学校区

平成 23 年度
青少年相談員が

決まりました
問い合わせ　生涯学習課☎888ー1111（326）

竹来中
学校区

➡

酒井　美智子

阿見小学校区

渡邉　健司

阿見小学校区

菅野　弘順

阿見小学校区

鈴木　俊一

阿見小学校区

阿見中
学校区

➡

山﨑　芳文

第一小学校区

朝日中
学校区

➡
南雲　せつ子

本郷小学校区

坂本　敬持
 

本郷小学校区

袴田　英也

本郷小学校区

若泉　徳士
 

本郷小学校区

廣瀬　栄一

本郷小学校区

相談員
の氏名

（敬称略）

担当小 
学校区

■青少年相談員が決まりました
4 月 1 日付で各学区から選ばれ
た左記の人が、青少年相談員とし
て町から委嘱を受けました。
青少年相談員とは、青少年の健
全育成と非行防止を推進するため
に、青少年に対する街頭での声か
け・相談、町民や店舗に対する「茨
城県青少年の健全育成等に関する
条例」などの普及啓発、青少年の
安全確保のための巡回活動、また
青少年を取り巻く社会環境の浄化
などを行う青少年育成者のことで
す。　※青少年とは 0歳～おおむ
ね 18歳です
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としょかんへようこそ

町立図書館は、どなたにでもご利用いただける、町の生涯学習施設です。
地域のみなさんの心と生活の豊かさと、町の活性化のための活動を支援しています。
中央公民館と同じ敷地内にあり、交通も至便な場所で広い駐車場も完備しています。
まだいらしたことのない人も、どうぞお気軽に図書館へお出かけください。

図書館では、約 14万冊（！）ある図書や雑誌・視聴覚資料（CDや DVD）などを、無料で閲覧したり借りた
りすることができます。図書館のホームページ（http://www.town.ami.ibaraki.jp/toshokan/ami-library_
index.htm）でも、簡単に図書やCDの検索ができますので、一度のぞいてみてください。

■図書館ってどんなところ？

開館時間
火〜金曜日／午前 9時〜午後 7時
※土・日・祝日は午後 5時まで
問い合わせ　☎ 887-6331

よくあるご質問
Q．さわやかセンターの 4か月児健診で、ブックスタートの絵本をもらいました。絵本に興
味があるようなので、赤ちゃんのための絵本を図書館に借りに行きたいのですが、子ど
もを連れて行って騒いだら…と思うと心配です

Ａ．赤ちゃんも大歓迎です、どうぞいらしてください。ほとんどの赤ちゃんは、絵本を読ん
でもらっている間は、驚くほど静かに聞き入っています。ご心配なさらずにまずいらし
てみてください。児童図書コーナーの中ほどに赤ちゃん絵本を集めてあります。近くに
ソファーもありますので、お子さんが気に入る本をご一緒にゆっくりお選びいただけま
す。また、エントランスの特別選書コーナーには、おすすめの赤ちゃん絵本を展示して
います。お急ぎのときはこちらのご利用も便利です
図書館利用についてご不明な点は、お気軽に図書館にお問い合わせください

図書館やボランティア団体、地域のみなさんが企画したさまざまな企画
やイベントに参加できます。『広報あみ』お知らせ版の「図書館だより」
でも、毎月のイベントをご紹介していますのでそちらもご覧ください。
▼講演会や講座・教室　夏休みや生涯学習フェスティバルに合わせて、
さまざまなイベントを企画しています
▼乳幼児向け読み聞かせ　ボランティアのみなさんが、毎月第 1日
曜日（かみしばい）と毎週火曜日（絵本の読み聞かせ）に、読み聞か
せをしています。赤ちゃんからご参加いただけます
▼ギャラリー展示会　地域のみなさんが創作した作品を展示していま
す。絵画や写真などの展示会が 2階ギャラリーで行われています

■読書のほかにもいろいろな企画にご参加いただけます

▲「かい」えんぴつ画展より

▼ 2011年上半期の人気図書は⁉
今年みなさんによくご利用いただいている図書や雑誌をご紹介します。ご利用の参考になさってください。

一般向け／小説・エッセイ
単行本 文庫本

KAGEROU（齋藤智裕著　ポプラ社） 居眠り磐音江戸双紙	シリーズ（佐伯泰英著　双葉社）
1Q84　BOOK1～ 3（村上春樹著　新潮社） 白銀ジャック（東野圭吾著　実業之日本社）
聖女の救済（東野圭吾著	　文藝春秋） 古着屋総兵衛影始末	シリーズ（佐伯泰英著　新潮社）

一般向け／その他 雑　誌
うちの３姉妹	シリーズ（松本ぷりっつ著　主婦の友社） クロワッサン（マガジンハウス）
体脂肪計タニタの社員食堂	シリーズ（タニタ著　大和書房） 婦人公論（中央公論社）
図説地図とあらすじでわかる！	続日本紀と日本後紀（中村修也著	　青春出版社） ESSE（扶桑社）

児童向け 郷土資料
ウサコフレンズ	シリーズ（学研） ラーメンマップ茨城（茨城ラーメン探検隊著　幹書房）
かいけつゾロリ	シリーズ（原ゆたかさく・え　ポプラ社） 阿見町史（阿見町史編さん委員会編　阿見町）
ミッケ！	シリーズ（ウォルター・ウィック写真　小学館） 水戸・つくば・土浦上等なランチ（ジェイアクト著　メイツ出版）
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環境政策課☎888ー1111（127）

ごみのポイ捨てや不法投棄をなくしましょう

きれいなまちづくり

かんきょうをたいせつに

環境保全に多大な貢献をされた団体・個人への表彰状の授与が、環境保全阿見町民会議総会において行われ
ました。各行政区の区長さんからの推薦と環境保全阿見町民会議の運営委員会による慎重な審議の結果、4団
体 6人の皆さんが受賞されましたので、ご紹介いたします。

環境保全阿見町民会議表彰

◀『下小池上坪草の会』
の皆さん
下小池田園センター周
辺の草刈り・清掃活動
を行っています。草刈
りは、環境に考慮して
除草剤を使わず、でき
る限り手作業で行って
います。

◀『筑見シルバークラブ』
の皆さん
実穀近隣公園の草刈
り、『筑見あすなろ子供
会・育成会』との花壇作
り、分別収集活動を行
っています。

◀『中郷東老人クラブ長
寿会』の皆さん
中郷東地区内の草刈り・
ごみ拾い・ごみ集積所
の維持管理等を行って
います。また、不適正
なごみ出しをする人に
対して指導を行ってい
ます。

◀『筑見あすなろ子供会・
育成会』の皆さん
『筑見シルバークラブ』
とともに、花壇作り・
花壇の管理・リサイク
ル活動を行っていま
す。

▲山口きみ子氏
岡崎区全域の
ごみ集積所の
清掃活動等を
行っていま
す。

▲中島章氏
五本松児童公
園の清掃活動
を行っていま
す。

▲内田猛氏
塙区内の草刈
り・通学路整
備等を行って
います。

▲横井孝史氏
島津の社

もり

の里
親として清掃
活動を行って
います。

▲芦田衛氏
君島鹿島神社
境内の清掃活
動を積極的に
行っていま
す。

▲中山茂氏
道路に堆積し
た土の除去等
を率先して行
っています。

受賞者の皆さん、いつも住みよい『きれいなまちづくり』のためにご尽力いただきありがとうございます！
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まちのできごと

ま
ち
の
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ご
と

■

シ
ニ
ア
阿
見

野
球
大
会
で
優
勝

5
月
10
日
か
ら
栃
木
県
で
開
催

さ
れ
た
『
生
涯
野
球
2
0
1
1
』

に
出
場
し
た
『
シ
ニ
ア
阿
見
』
チ

ー
ム
が
、
70
歳
ク
ラ
ス
の
B
ブ
ロ

ッ
ク
で
優
勝
し
、
天
田
町
長
へ
報

告
の
た
め
来
庁
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
個
人
賞
と
し
て
、
最
優

秀
選
手
に
吉
田
幹
雄
さ
ん
、
優
秀

選
手
に
飯
田
昌
克
さ
ん
、
優
秀
監

督
賞
に
柴
沼
功
さ
ん
が
そ
れ
ぞ
れ

選
ば
れ
ま
し
た
。

6 月 2日

■

国
道
1
2
5
号
バ
イ
パ
ス

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
清
掃

地
元
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
陸
上
自

衛
隊
曹そ

う

友ゆ
う

会か
い

・
U
R
都
市
機
構
の

皆
さ
ん
や
、
町
職
員
互
助
会
に
よ

り
、
国
道
1
2
5
号
バ
イ
パ
ス
沿

道
（
竹
来
下
～
県
道
竜
ケ
崎
阿
見

線
バ
イ
パ
ス
）
の
清
掃
活
動
が
実

施
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
活
動
に
よ
り
、
沿
道
の
美

化
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
子
ど

も
た
ち
に
と
っ
て
も
安
全
に
通
学

で
き
る
歩
道
と
な
り
ま
し
た
。

■

福
島
県
か
ら
避
難
者
の
受

け
入
れ
を
実
施

町
で
は
、
4
月
か
ら
5
月
末
ま
で

福
祉
セ
ン
タ
ー
ま
ほ
ろ
ば
に
お
い

て
、
福
島
県
か
ら
の
6
人
の
避
難
者

を
受
け
入
れ
ま
し
た
。

避
難
者
に
対
し
て
、
N
P
O
に
よ

る
マ
ッ
サ
ー
ジ
や
、
個
人
に
よ
る
陶

芸
教
室
・
そ
ば
打
ち
・
音
楽
演
奏
な
ど

が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
行
わ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
区
長
会
役
員
と
島
津
地

区
有
志
の
人
で
、
避
難
者
を
招
待
し

て
懇
談
会
を
実
施
し
ま
し
た
。

避
難
者
が
仮
設
住
宅
や
民
間
の
住

宅
に
入
居
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
5

月
末
で
避
難
所
を
終
了
し
ま
し
た
。

■

女
優
た
ち
に
よ
る
朗
読

『
夏
の
雲
は
忘
れ
な
い
』
開
催

7
月
3
日
（
日
）
に
、
本
郷
ふ
れ

あ
い
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
ヒ
ロ
シ

マ
・
ナ
ガ
サ
キ
の
原
爆
を
テ
ー
マ
に

し
た
朗
読
『
夏
の
雲
は
忘
れ
な
い
』

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

3
0
0
席
の
会
場
は
満
席
に
な

り
、
6
人
の
女
優
と
と
も
に
町
内
在

学
の
中
学
生
・
高
校
生
5
人
（
写
真
）

も
出
演
者
と
し
て
参
加
し
ま
し
た
。

ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
た
原
爆

の
映
像
と
朗
読
に
よ
り
、
命
の
尊
さ

や
平
和
の
大
切
さ
を
訴
え
、
会
場
の

皆
さ
ん
の
涙
を
誘
い
ま
し
た
。

6 月 19日

〈広告欄〉

▼陶芸教室実施中の様子

◀マッサージ中の様子

7月 3日
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たいきょうだより

〈広告欄〉

■合気道教室
合気道に興味のある人、初心者

の人大歓迎です。
▶期日	 9月 2日（金）～10月7日（金）
毎週火・金曜日の計10回

▶時間	 午後 7時 30分～ 8時 30分
▶場所	 竹来中学校武道場
▶募集人数	 20 人
▶参加料	 ▼大人：1,600 円（傷害
保険料）▼小人：600 円（傷害保
険料）

▶指導者	 町体育協会合気道部
▶その他	 運動できる服装（ジャー
ジ等）

▶問合せ	 町体育協会事務局☎888
ー1111（340）

■各種大会の結果（敬称略）
●AMI	Jr.CUP	U10	大会
期 日 3月 5日（土）・6日（日）
場 所 総合運動公園フットサル場

成　績
▼Dブロック▽優勝：阿見
FC・B▽準優勝：牛久二小
SSS▽ 3位：東光台SC

●春季県南子ども野球大会
期 日 5月 7日（土）
場 所 総合運動公園町民球場

成　績 ▼準優勝：竹来ジュニアスターズ（阿見町）

●春季町民ソフトボール大会
期 日 5月 22日（日）・6月 5日（日）

場 所 総合運動公園・阿見第二小学校

成　績

▼Aブロック▽優勝：濱水
▽準優勝：岡崎ソフトボー
ルクラブ▽ 3位：筑見ソフ
トボールクラブ、ツムラソ
フトボールクラブ
▼ B ブロック▽優勝：SS
クラブ▽準優勝：のんきー
ず▽ 3位：グランドスラム、
サンアップソフトボールク
ラブ

●阿見GGクラブ杯第24回競技大会
期 日 5月 26日（木）
場 所 総合運動公園陸上競技場

男 子

▼優勝：坂口四郎▼準優勝：
古川敏男▼ 3位：小室末吉▼
4位：斉藤新平▼ 5位：萩原
静司

女 子

▼優勝：野沢和子▼準優勝：
柳生よしい▼ 3位：折井侊子
▼ 4位：本橋嫠子▼ 5位：田
辺文子

●春季町民バレーボール大会
期 日 5月 29日（日）
場 所 町民体育館

成 績
▼優勝：つくみ▼準優勝：サ
ンクラブA▼3位：ネイバー
ズ、ミッキー

●阿見パークゴルフ設立記念大会
期 日 6月 1日（水）

場 所 小貝川ふれあい公園（下妻市）

成　績

▼優勝：小室末吉▼準優勝：
黒田忠宏▼ 3位：飯島和夫
▼ホールインワン賞：大内
恵子、小室末吉

■問い合わせ
町体育協会事務局（生涯学習課内）
☎888ー1111（340）

●春季町民弓道大会
期 日 4月 10日（日）
場 所 阿見中学校弓道場

成　績
▼優勝：石島凡子▼準優勝：
河合徹▼ 3位：馬場之雄
▼射詰賞：山﨑亜紀

●AMI	Jr.CUP	U9	大会
期 日 5月 14日（土）・15日（日）
場 所 総合運動公園フットサル場

成　績 ▼Cブロック▽ 3位：阿見 FC

●春季テニス大会
期 日 5月 15日（日）

場 所 総合運動公園テニスコート、県立医療大学テニスコート

成　績

▼男子シングルス（一般の
部）：▽優勝：藤田宏之▽準
優勝：間中昭広▽ 3位：小林
亮、矢口賢二
▼男子シングルス（シニア
の部）：▽優勝：小林尚武▽
準優勝：喜志務▽ 3位：坂井
義和、増田憲司
▼女子ダブルス（1位・2位
トーナメント）：▽優勝：手
束睦子・喜瀬恵子▽準優勝：
上方美貴子・鈴木啓子▽ 3
位：小川克子・佐々木三智、
木下加代子・大島あい
▼女子ダブルス（3位・4位
トーナメント）：▽優勝：リー
恵美子・増田康子▽準優勝：
日置安代・川添恵美子▽ 3
位：野口むつみ・野口奈央、
大宮あけみ・水上芳乃

●阿見スポーツ吹矢大会
期 日 5月 22日（日）
場 所 阿見小学校体育館

成　績

▼Aクラス▽優勝：中島純
代▽準優勝：秋本規▽ 3位：
宮崎武
▼Bクラス▽優勝：佐々木
源悦▽準優勝：高安延四郎
▽ 3位：隈内春子

体協だより

▲竹来ジュニアスターズ
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お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

Informa
tion

Informa
tion

■
新
し
い
民
生
委
員
・
児
童

委
員
を
紹
介
し
ま
す

前
任
委
員
の
退
任
に
伴
い
、
新

し
い
民
生
委
員
・
児
童
委
員
が
7
月

1
日
付
け
で
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

▼
問
合
せ　

社
会
福
祉
課
社
会
福
祉

係
☎
8
8
8
ー

1
1
1
1

（
1
6
3
）

■
離
乳
食
も
ぐ
も
ぐ
教
室
参

加
者
募
集

▼
期
日	

9
月
2
日
（
金
）

▼
時
間	

午
前
9
時
30
分
〜
正
午

（
受
付
：
9
時
〜
9
時
20
分
）

▼
場
所	

総
合
保
健
福
祉
会
館
『
さ

わ
や
か
セ
ン
タ
ー
』

▼
対
象	

8
〜
15
か
月
に
な
る
子
と

そ
の
保
護
者　

※
対
象
月
齢
以
外

の
人
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。
以
前
、
標
記
も
ぐ
も
ぐ
教
室

に
参
加
し
た
人
は
不
可

▼
内
容	

9
〜
18
か
月
ご
ろ
の
離
乳

食
に
つ
い
て
講
義
・
実
習
・
試
食

▼
募
集
人
数	

20
人（
定
員
で
締
切
）

▼
持
参
品	

母
子
健
康
手
帳
・
筆
記

用
具
・
エ
プ
ロ
ン
・
三
角
き
ん
・
ふ

き
ん
1
枚
・
ス
リ
ッ
パ
・
バ
ス
タ
オ

ル
・
お
気
に
入
り
の
お
も
ち
ゃ
・
飲

み
物
（
親
子
と
も
に
）・
ご
っ
く
ん

教
室
参
加
者
は
配
布
し
た
テ
キ
ス

ト
・
お
ん
ぶ
ひ
も

▼
申
込
期
間	

8
月
22
日
（
月
）
〜

26
日
（
金
）
ま
で

▼
申
込
方
法	

電
話
ま
た
は
直
接
左

記
に
申
し
込
む

▼
申
込
・
問
合
せ	

健
康
づ
く
り
課

（
総
合
保
健
福
祉
会
館
内
）
☎

8
8
8
ー

2
9
4
0

■
『
弁
護
士
に
よ
る
無
料
法

律
相
談
会
』
開
催

町
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
は
、

消
費
生
活
に
関
す
る
相
談
や
多
重
債

務
な
ど
で
お
困
り
の
人
を
対
象
に
、

無
料
法
律
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

当
日
は
、
弁
護
士
と
消
費
生
活

相
談
員
が
同
席
し
て
相
談
に
応
じ
ま

す
。
相
談
料
は
無
料
で
す
の
で
、
こ

の
機
会
に
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

▼
期
日	

9
月
15
日
（
木
）

▼
時
間	

午
後
1
時
〜
4
時
（
1
人

30
分
程
度
・
予
約
制
）

▼
場
所	

役
場
3
階
3
0
2
会
議
室

▼
対
象	

原
則
、
町
内
在
住
・
在
勤

の
人
。
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
場
合
、
受
付
で
き
ま
せ
ん
▼
同

じ
相
談
を
継
続
し
て
希
望
す
る
人

▼
現
在
調
停
ま
た
は
裁
判
中
の
人

▼
募
集
人
数	

4
人（
定
員
で
締
切
）

▼
申
込
方
法	

電
話
ま
た
は
直
接
左

記
へ
申
し
込
む

▼
申
込
・
問
合
せ	

町
消
費
生
活
セ

ン
タ
ー
☎
8
8
8
ー

1
8
7
1　

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
午
前
9
時

〜
正
午
お
よ
び
午
後
1
時
〜
4
時

■
『
介
護
者
交
流
会
』
参
加

者
募
集

在
宅
で
高
齢
者
等
を
介
護
し
て

い
る
人
を
対
象
に
、
交
流
会
を
実
施

し
ま
す
。

▼
期
日	

8
月
24
日
（
水
）

▼
時
間	

午
前
11
時
〜
午
後
2
時

30
分

▼
場
所	

総
合
保
健
福
祉
会
館
『
さ

わ
や
か
セ
ン
タ
ー
』

▼
内
容	

『
園
芸
療
法
に
つ
い
て
』

（
講
義
と
体
験
）

▼
講
師	

毛
利
ユ
カ
氏
（
い
ば
ら
き

園
芸
療
法
研
究
会
会
長
）

▼
参
加
料	

2
0
0
円

▼
申
込
期
間	

8
月
22
日
（
月
）
ま
で

▼
申
込
方
法	

電
話
ま
た
は
直
接
左

記
に
申
し
込
む

▼
問
合
せ	

町
社
会
福
祉
協
議
会
☎

8
8
7
ー

0
0
8
4

■
『
介
護
教
室
』
受
講
生
募
集

前
回
好
評
だ
っ
た
年
金
に
つ
い

て
、
1
回
で
は
お
伝
え
し
き
れ
な
か

っ
た
内
容
を
盛
り
込
ん
で
第
2
弾
と

し
て
開
催
し
ま
す
。
ま
た
、
身
寄
り

の
な
い
人
に
対
し
て
今
後
の
需
要
が

期
待
さ
れ
る
身
元
保
証
に
つ
い
て
も

こ
の
機
会
に
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

▼
期
日	

❶
8
月
29
日
（
月
）
❷
9

月
1
日
（
木
）

▼
時
間	

午
後
2
時
〜
4
時

▼
場
所	

総
合
保
健
福
祉
会
館
『
さ

わ
や
か
セ
ン
タ
ー
』

▼
内
容	

❶
老
後
を
支
え
る
公
的
年

金
第
2
弾
❷
身
元
保
証
に
つ
い
て

▼
講
師	

❶
野
口
孝
雄
氏
（
社
会
保

険
労
務
士
）
❷
青
木
規
幸
氏
（
一

般
社
団
法
人
し
ん
ら
い
の
会
理
事

長
）

▼
対
象	

町
内
在
住
・
在
勤
で
、
介

護
に
関
心
の
あ
る
人
な
ら
ど
な
た

で
も
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す

▼
募
集
人
数	

各
30
人
程
度

▼
参
加
料	

無
料

▼
申
込
期
間	

8
月
19
日
（
金
）
ま
で

▼
申
込
方
法	

電
話
で
左
記
に
申
し

込
む

▼
問
合
せ　

町
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
☎
8
8
7
ー

8
1
2
4

岩下　公

白鷺団地

鵜沢　昭三郎

大形
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あ
な
た
の
家
は
大
丈
夫
？

■
わ
が
家
の
耐
震
診
断

町
で
は
、
木
造
住
宅
の
耐
震
性

の
向
上
を
図
り
、
地
震
に
強
い
安
全

な
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
す
た
め
、
平

成
18
年
度
か
ら
『
町
木
造
住
宅
耐
震

診
断
士
派
遣
事
業
』
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

▼
対
象
建
築
物　

▼
昭
和
56
年
5
月

以
前
に
建
て
ら
れ
た
木
造
住
宅
▼

在
来
軸
組
構
造
ま
た
は
枠
組
工
法

で
建
て
ら
れ
た
3
階
建
て
以
下
の

住
宅

▼
対
象
者　

▼
対
象
建
築
物
を
所

有
し
、
自
ら
が
居
住
し
て
い
る

人
▼
町
税
等
を
滞
納
し
て
い
な

い
人

▼
個
人
負
担	

1
棟
あ
た
り

5
0
0
0
円

▼
診
断
方
法	

診
断
士
と
訪
問
日
を

決
定
し
（
調
整
に
よ
り
土
・
日
も

可
）、
決
め
ら
れ
た
日
に
家
の
中

と
外
ま
わ
り
を
調
査
す
る

▼
申
込
期
間	

8
月
1
日
（
月
）
〜

10
月
31
日
（
月
）
ま
で

▼
申
込
方
法	

申
込
用
紙
（
都
市
計

画
課
、
各
公
民
館
・
ふ
れ
あ
い
セ

ン
タ
ー
、
う
ず
ら
出
張
所
に
備
え

付
け
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

直
接
左
記
へ
申
し
込
む

▼
セ
ー
ル
ス
に
注
意　

こ
の
事
業

は
、
派
遣
決
定
通
知
書
を
受
け
取

っ
た
人
以
外
に
町
が
診
断
士
を
派

遣
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
近

年
、
国
や
自
治
体
の
名
目
で
耐
震

診
断
を
行
い
、
法
外
な
改
修
費
を

請
求
す
る
な
ど
の
事
例
が
見
受
け

ら
れ
ま
す
の
で
、
十
分
ご
注
意
く

だ
さ
い

▼
問
合
せ　

都
市
計
画
課
建
築
係
☎

8
8
8
ー

1
1
1
1
（
2
4
6
）

■
『
霞
ヶ
浦
ふ
れ
あ
い
フ
ェ

ス
タ
』
開
催

▼
期
日	

8
月
7
日
（
日
）

▼
時
間	

午
前
9
時
30
分
か
ら

▼
場
所	

霞
ヶ
浦
ふ
れ
あ
い
ラ
ン
ド

（
行
方
市
）

▼
内
容	

▼
水
の
体
験
イ
ベ
ン
ト

（
水
と
遊
ぼ
う
コ
ー
ナ
ー
・
霞
ヶ
浦

湖
上
観
察
な
ど
）
▼
水
に
関
す
る

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
（
お
も
し
ろ
理

科
先
生
・
ボ
ル
ヴ
ィ
ッ
ク
「
お
水

の
教
室
」）
▼
霞
ヶ
浦
ま
る
ご
と

グ
ル
メ
フ
ェ
ア

▼
問
合
せ　

県
地
域
計
画
課
☎

0
2
9
ー

3
0
1
ー

2
7
2
0

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

Informa
tion

Informa
tion

■水道課から
●水道加入分担金の軽減期限が今年度末までとなっています
町水道課では、平成 22年 4月 1日から平成 24年 3月 31日までの新規加入者に対し、加入分担金を 30,000 円軽
減しています。現在水道が未整備の宅地にあっては、前面道路（公道）に配水管が整備された翌年度から 2年以内に新
規加入された人が対象となります。町の水道普及率は平成 22 年 3 月末時点で 80.6％です。これは、全国平均
97.5％、県の普及率92.3％と比較しても低い状況となっています。この機会にぜひ、町水道への加入をご検討ください。
▼加入分担金の額
メーター口径 加入分担金 軽減額 軽減後分担金 （消費税込）
13mm 40,000 円

30,000 円
10,000 円 （10,500 円）

20mm 80,000 円 50,000 円 （52,500 円）
25mm 150,000 円 120,000 円 （126,000 円）

※メーター口径が 30mm以上の場合でも 30,000 円の軽減になります
※町水道を利用する場合は、加入分担金以外にも取出工事に要する費用や宅地内工事に要する費用、そのほか諸手数
料等が必要になります
●一定の要件を満たした私道路の水道管を整備します
水道の利用促進を図るため、次の要件を満たす私道路に対して水道配水管を設置することにしました。▶私道路部
分が分筆されている▶設置および維持管理が可能な幅員である▶私道路の一方が整備された公道に接している▶ 2 戸
以上の家屋が水道を利用する▶水道管を布設する土地の無償使用について、権利者の承諾が得られている▶私道路隣
接者の同意が得られているーなどです。
整備には、必要書類を添付した申請が必要となります。また、町の整備した配水管から各戸の取出工事には別途工
事費および諸手数料が必要となります。詳細については、水道課までお問い合わせください。
●問合せ　水道課工務係（町水道事務所内）☎ 889ー5151
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■
空
き
地
の
雑
草
を
刈
り
取

り
ま
し
ょ
う
！

空
き
地
は
原
則
、
そ
の
土
地
所

有
者
の
責
任
で
管
理
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。
雑
草
が
生
い
茂
る
と
景
観
が

損
な
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
害
虫
発

生
・
不
法
投
棄
・
犯
罪
・
火
災
等
が
起

こ
り
や
す
く
な
り
ま
す
。
日
ご
ろ
か

ら
適
正
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

町
で
は
、
町
民
か
ら
雑
草
に
関

す
る
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
た
場
合
、
職

員
が
現
場
を
確
認
し
、
そ
の
土
地
所

有
者
に
対
し
て
雑
草
の
刈
り
取
り
依

頼
の
通
知
を
出
し
て
い
ま
す
。
通
知

が
届
い
た
ら
速
や
か
に
除
草
を
お
願

い
し
ま
す
。

個
人
で
刈
り
取
っ
た
雑
草
は
、
直

接
霞
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
に
持
ち
込

む
か
、
燃
え
る
ご
み
専
用
袋
に
入
れ

て
所
定
の
ご
み
集
積
所
に
出
し
て
く

だ
さ
い
。
一
度
に
大
量
の
刈
り
取
っ

た
雑
草
を
集
積
所
に
出
す
と
回
収
し

き
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

そ
の
場
合
は
直
接
霞
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー
に
持
ち
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
野
外
で
の
焼
却
行
為
は
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、
刈
り
取
っ
た
雑

草
は
燃
や
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

環
境
政
策
課
☎
8
8
8

ー

1
1
1
1
（
1
2
7
）

■
身
体
障
害
者
の
た
め
の
無

料
結
婚
相
談
・
各
種
相
談

社
団
法
人
県
身
体
障
害
者
福
祉

協
議
会
で
は
、
県
か
ら
の
委
託
・
補

助
を
受
け
て
、
身
体
に
障
害
の
あ
る

人
が
よ
き
配
偶
者
に
恵
ま
れ
幸
せ
な

結
婚
が
で
き
る
よ
う
に
、無
料
の「
結

婚
相
談
」
や
、
就
労
や
生
活
上
の
全

般
の
相
談
を
受
け
る「
総
合
相
談
所
」

を
開
設
し
て
い
ま
す
。

「
結
婚
相
談
」
は
、
結
婚
を
希
望

す
る
身
体
障
害
者
や
身
体
障
害
者
と

の
結
婚
を
希
望
す
る
健
常
者
に
結
婚

登
録
を
し
て
い
た
だ
き
、
そ
の
後
に

交
流
会
・
見
合
い
の
場
を
設
定
し
、

自
由
交
際
後
に
婚
約
と
い
う
流
れ
で

進
め
ら
れ
ま
す
。ま
た
、「
各
種
相
談
」

は
、
身
体
障
害
者
の
就
労
問
題
を
は

じ
め
生
活
全
般
の
問
題
に
つ
い
て
相

談
に
の
り
、
適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
や

相
談
内
容
に
応
じ
て
必
要
な
支
援
制

度
・
機
関
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

▼
相
談
日
時
　
毎
週
月
曜
日
か
ら
金

曜
日
の
午
前
10
時
〜
午
後
3
時

（
土
・
日
・
祝
日
、
年
末
年
始
は
除

く
）　

※
結
婚
相
談
は
要
予
約

▼
問
合
せ	

㈳
県
身
体
障
害
者
福
祉

協
議
会
☎
0
2
9
ー

2
4
3
ー

7
0
1
0
ＦＡＸ
0
2
9
ー

2
4
3
ー

7
4
9
0

■
牛
久
警
察
署
か
ら

●
夏
季
に
お
け
る
犯
罪
抑
止
活
動

7
月
1
日
（
金
）
か
ら
8
月
31
日

（
水
）
ま
で
の
62
日
間
は
、「
防
犯
は

鍵
か
け　

声
か
け　

心
が
け
」
を
ス

ロ
ー
ガ
ン
に
夏
季
に
お
け
る
犯
罪
抑

止
活
動
期
間
と
な
っ
て
い
ま
す
。

県
民
一
人
ひ
と
り
が
犯
罪
を
防

止
す
る
意
識
を
高
め
、地
域
ぐ
る
み・

職
場
ぐ
る
み
の
自
主
的
な
防
犯
活
動

を
広
く
県
民
運
動
と
し
て
推
進
し
、

犯
罪
の
起
こ
り
に
く
い
環
境
づ
く
り

に
努
め
る
こ
と
に
よ
り
、
安
全
で
安

心
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
を
図
る

こ
と
を
目
的
に
実
施
し
ま
す
。

●
警
察
官
採
用
試
験
（
第
2
回
）

県
警
察
で
は
、
平
成
24
年
に
採
用

す
る
警
察
官
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

▼
受
験
資
格　

昭
和
57
年
4
月
2
日

以
降
に
生
ま
れ
た
人
で
、
学
校
教

育
法
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を

除
く
）
を
卒
業
し
た
人
（
平
成
24
年

3
月
31
日
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の

人
を
含
む
）、
ま
た
は
、
人
事
委
員

会
が
こ
れ
と
同
等
と
認
め
る
人

▼
受
付
期
間	

▼
持
参
・
郵
送
：
8
月

17
日
（
水
）
ま
で
▼
電
子
申
請
：
8

月
15
日
（
月
）
午
後
5
時
ま
で

▼
試
験
期
日	

9
月
18
日
（
日
）（
一

次
試
験
）

▼
そ
の
他	

案
内
・
申
込
書
を
配
布
中

●
問
合
せ　

牛
久
警
察
署
☎
8
7
1

ー

0
1
1
0

■
放
送
大
学
10
月
生
募
集

放
送
大
学
で
は
、
平
成
23
年
度

第
2
学
期
（
10
月
入
学
）
の
学
生
を

募
集
し
て
い
ま
す
。

放
送
大
学
は
、
テ
レ
ビ
等
の
放

送
を
利
用
し
て
授
業
を
行
う
通
信
制

の
大
学
で
す
。
心
理
学・福
祉・経
済・

歴
史
・
文
学
・
自
然
科
学
な
ど
、
幅
広

い
分
野
を
学
べ
ま
す
。
働
き
な
が
ら

学
ん
で
大
学
を
卒
業
し
た
い
人
や
学

び
を
楽
し
み
た
い
人
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
目
的
で
幅
広
い
世
代
・
職
業
の

人
が
学
ん
で
い
ま
す
。

15
歳
以
上
の
人
な
ら
、
1
科
目

か
ら
学
習
す
る
選
科
履
修
生
・
科
目

履
修
生
と
し
て
入
学
で
き
ま
す
。
18

歳
以
上
の
大
学
入
学
資
格
を
お
持
ち

の
人
な
ら
、
学
力
試
験
な
し
に
全
科

履
修
生
と
し
て
入
学
で
き
、
4
年
以

上
在
学
し
て
1
2
4
単
位
を
修
得
し

て
卒
業
す
る
と
、
学
士
（
教
養
）
の

学
位
を
取
得
で
き
ま
す
。
ま
た
、
1

つ
の
分
野
を
体
系
的
に
学
び
た
い
人

に
は
「
放
送
大
学
エ
キ
ス
パ
ー
ト
」

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

▼
出
願
期
間　

8
月
31
日
（
水
）
ま
で

▼
そ
の
他	

資
料
の
請
求
（
無
料
）

は
左
記
ま
で

▼
問
合
せ　

放
送
大
学
茨
城
学
習
セ

ン
タ
ー
☎
0
2
9
ー

2
2
8
ー

0
6
8
3

阿
見
棋
友
会
か
ら

■
『
納
涼
将
棋
大
会
』
参
加
者

募
集

▼
期
日	

8
月
28
日
（
日
）

▼
時
間	

▼
受
付
：
午
前
9
時
か
ら

▼
対
局
：
10
時
か
ら
▼
解
散
：
午
後

5
時

▼
場
所	

中
央
公
民
館
2
階
和
室

▼
参
加
料	

▼
一
般
：
1
5
0
0
円

▼
会
員
：
1
0
0
0
円
▼
中
学
生

以
下
：
6
0
0
円
（
食
事
代
含
む
）

▼
問
合
せ　

阿
見
棋
友
会　

野
口
☎

8
8
7
ー

6
5
8
1



●問い合わせ　予科練平和記念館　☎891-3344
ホームページ　http://www.town.ami.ibaraki.jp/yokaren/index.html

広報あみ　通巻 605 号　発行／阿見町　編集／秘書課　〒 300ー0392　茨城県稲敷郡阿見町中央一丁目 1番１号　☎ 029ー888ー1111	 20

人権相談／行政相談　日時：8月4日（木）9月1日（木）
午前 10時～午後 3時／場所：役場 3階 305 会議室

問い合わせ	 総務課☎ 888ー1111（216）
子育て相談　日時：月～金曜日午前 9時～午後 4時／
場所：中郷保育所内／訪問相談随時受付

問い合わせ	 地域子育て支援センター☎ 891ー2772
教育相談　日時：火～金曜日午前 9時～午後 3時／
場所：図書館となり

問い合わせ	 教育相談センター☎ 888ー1225
心配ごと相談　日時：水曜日午後1時～4時／弁護士
相談：月1回午後1時～3時30分［毎週水曜日の心配
ごと相談にて要予約］／場所：総合保健福祉会館相談室

問い合わせ	 町社会福祉協議会☎ 887ー0084
結婚相談　日時：第 2・第 4土曜日午後 1時～ 4時／
場所：総合保健福祉会館相談室

問い合わせ	 町社会福祉協議会☎ 887ー0084
高齢者総合相談　日時：月～金曜日午前 8時 30 分
～午後 5時 15分／場所：町社会福祉協議会内

問い合わせ	 町地域包括支援センター☎ 887ー8124
消費者相談　日時：月～金曜日午前 9時～正午・午後
1時～ 4時／場所：役場 1階町消費生活センタ−

問い合わせ	 町消費生活センタ−☎ 888ー1871
交通事故相談　日時：月～金曜日午前 9時～正午・午
後 1時～ 4時 45 分／弁護士相談：水曜日午後 1時～
4時［要予約］／場所：県土浦合同庁舎

問い合わせ	 県南地方交通事故相談所☎ 823ー1123

●定例相談●

● 8月のイベント
▼ギャラリートーク
学芸員が写真のエピソードも交えながら特別展をご
案内します。
日　　時	 8 月 6日（土）　午後 2時 30分から
参	加	料	 無料　※特別展のみまたは常設展との

セット券が必要です

※ 8月 7日（日）学習会〜戦跡を巡る〜参加時の注意
参加確定の連絡があった人は、当日の午前 9時 20
分までに予科練平和記念館正面入口に集合してくだ
さい。雨具・帽子・飲み物の準備をお願いします。

●第 1回特別展『土門拳のまなざしー戦中戦後と“幻”
の写真』
「写真の鬼」と呼ばれた土門拳の写真展。“幻”の予科
練の写真も一堂に会します。
開催日時	 7 月 28 日（木）～ 10 月 30 日（日）　午前

9 時～午後 5 時（入館は午後 4 時 30 分
まで）／月曜日休館（月曜日が祝日の場
合は翌火曜日が休館）　※ 8月 15 日（月）
は開館します

観	覧	料	 ▼特別展のみ：大人 200 円（160 円）、小
中高生 100円（80円）▼常設展とのセッ
ト券：大人 600 円（480 円）、小中高生
350 円（280 円）　※（　）内は 20 人以
上の団体料金

場　　所	 予科練平和記念館 20世紀ホール

※終戦記念日のため、8 月 15 日（月）は開館します。
観覧料は常設展・特別展とも当日のみ無料です

8 月 15日（月）は無料で開館します

▽常住人口ベース
▽（　）内は前月比
▽総務課調べ

『広報あみ』は、毎月第 2・4（12月は第 3）金曜日発行です。
下記公共施設等にも備えてありますので、ご利用ください。
▼公共施設：役場 1階正面玄関・ロビー、役場 2階秘書課、
うずら出張所、総合保健福祉会館『さわやかセンター』、
中央・かすみ・君原の各公民館、本郷・舟島の各ふれあい
センター、予科練平和記念館、町民活動センター
▼その他の施設：阿見・中央一・阿見原・青宿・実穀・君原の
各郵便局、常陽銀行阿見・荒川沖東の各支店、筑波銀行
阿見・荒川本郷の各支店、水戸信用金庫阿見支店、茨城
県信用組合阿見支店

交通事故発生状況　6月（前月比）
消防本部調べ	 軽　　傷	　 9人（− 5)
出場件数　11件（− 3）	 中　　傷	　 2人（＋ 1)
	 重　　傷	　 0人（− 1)
	 死　　亡	　 0人（± 0)
	 合　　計　11人（− 5)

●人口と世帯●
●総人口　47,912 人 （＋ 31）
●世帯数　18,132 世帯（＋ 23）

（7月 1日現在）

8 月の納税等
町県民税（2期）
国民健康保険税（3期）
後期高齢者医療保険料（2期）
介護保険料（3期）
納期限 8月 31日（水）

9月の納税等
国民健康保険税（4期）
後期高齢者医療保険料（3期）
納期限 9月 30日（金）

※納期限後に納付される場合、納付までの日数により延滞金がかかります

※	救急車の適正な利用を
お願いします

※『人口と世帯』に平成 22年 10 月に行われた国勢調
査の速報値の結果が反映されています

▶
予
科
練
卒
業
写
真

▶
こ
さ
め
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